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第２章 災害の概要 

第１節 平野部の被害  

飛越地震は、安政５年２月26日未明（1858年４月９日午前２時ごろ）、跡津川断層の活動によっ

て発生した推定マグニチュード7.0～7.1とされる直下型地震である。ただし、地震規模につい

ては、近年の再検討によりマグニチュード7.3～7.6の数値が示されている。 

飛騨（岐阜県）北部の宮川、小鳥川、高原川流域及び越中（富山県）において被害が甚大で

あった。飛騨北部では、家屋の倒壊率が100％に達した集落もあり、多くの箇所で山崩れによる

土砂災害が発生した。越中では、立山連峰の南西にある大鳶山・小鳶山が大崩壊し、大量の崩

落土砂が雪とともに常願寺川上流の真川・湯川を堰き止め、いくつかの天然ダムを形成した。

さらに、その堰き止め部が二度にわたり決壊して、土石流・洪水流となって下流の平野部に襲

いかかる大惨事となった。常願寺川流域の古老は、こうした複合災害の脅威を「大
おお

鳶
とんび

崩
くず

れ」

と称して、今日まで子孫に語り継いでいる。 

飛越地震では、多くの要因が複雑に絡み合い、様々な被害をもたらしたが、あえて区分する

ならば、地震動によって構造物や地盤が直接被害を受ける「一次災害」もさることながら、そ

の後の常願寺川流域での土砂崩壊で発生した水害に代表される「二次災害」による被害が顕著

であったといえる。その意味では飛越地震における被害状況は、これらを含めて検討すること

が必要であろう。 

しかし、地震動による直接的な被害も決して少なかったとはいえず、激震が平野部にまで襲

いかかっている。越中を縦断して流れる常願寺川、神通川流域をはじめとして、震央から離れ

た加賀（石川県）、越前（福井県）といった地域にも激震が及び、物的被害、人的被害をもたら

している。この地震では、飛騨北部から遠く離れた地域においても倒壊被害が大きかった点が

特色としてあげられよう。 

本節では、そうした平野部における地震動による直接的な被害を、常願寺川流域、神通川流

域、その他の地域（図２－１）に分けて取り上げるものとする。宇佐美（1996）や藤井ほか

（1996,1997）による先行研究に加え、その他の史料に基づきながら、その概要を以下に述べる。 
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図２－１ 飛越周辺における河川要図 

 

 

１ 常願寺川流域の被害－家屋の倒壊、人的被害   

(1) 富山における被害 

常願寺川は、全長56km、富山県と岐阜県との境に位置する北ノ又岳（上ノ岳）に源を発する

日本屈指の急流河川として知られる。上流部で小口川、和田川（亀谷川）、称名川、湯川などの

支流に分かれる。 

安政期において、常願寺川流域の大部分の集落は、加賀藩新川郡奉行の民政的支配下にあっ

たが、一部の左岸域の集落が富山藩郡奉行の支配下にあった（図２－２）。 

地盤震動による平野部における被害の代表は、家屋や寺院、土蔵・納屋などの倒壊、破損で

あった。常願寺川流域における平野部の家屋等の倒壊は、他の流域と比較すると激しかったも

のとみられる。被害数字は史料によって異なっているが、加賀藩魚津在住役が記録した『魚津

御用言上留』は、飛越地震の越中での被害を克明に記した史料であり、これに依拠すれば、全

壊・半壊の家屋が約600軒、全壊・半壊の蔵・納屋が約120戸を数える。  
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これらの被害の分布を見ると、扇状地先端部から沿岸部に至るまでの自然堤防帯において倒

壊被害が認められ、隣村とはいえ被害の様相が同一でなかったことうかがえる（図２－３、図

２－４）。また、右岸域の家屋では全壊被害が激しく、この原因としては地震動に加え、激しい

液状化現象が重なり、倒壊被害が拡大したものと想定される。一方で左岸域では、液状化が比

較的少なかったため、多くの家屋が半壊程度で済んだものと思われる。なお、左岸域には旧河

道における氾濫地域がいくつかあり、その地域周辺では全半壊率が高い傾向にあることに注視

したい。また、家屋等の倒壊は、その地域の地盤の震動、地盤の変動変位量に左右されるが、

集落の成立時期もその程度に関与していることを指摘しておきたい。すなわち、中世以前に形

成された集落、あるいは近世に客土による平坦地を利用して形成された集落では、被害程度が

異なることが想定される。 

 

図２－２ 加賀藩越中領十村組図天保10年～明治３年（1839～1871） 

（『富山市史通史上巻』） 
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さらに、両岸とも地震動で灌漑用水の取入口や堰、川除（堤防）が破損し、多くの田畑で地

割れやそれに伴う段差が生じている。右岸域では地面の割れ目から砂や水が噴き上げる液状化

現象が顕著であったが、飛越地震では平野部及び沿岸部において液状化現象が多発しており、

これについては別に地学的視点から分析することとする。 

また、歴史地震による人的被害を正確に求めることも難しいが、同史料には平野部の家屋倒

壊による７人の圧死者が記録されている。ただし、地震発生時刻が夜中の午前２時ごろであっ

たにもかかわらず、死者は倒壊被害に比して少なかった。地震発生後、人々は家屋から外へ避

難しており、火の始末も適切に行われたためか、大規模な火災は発生していない。 

一方、常願寺川上流部では、常願寺川奥山（立山カルデラ）の大鳶山・小鳶山の山体崩壊を

はじめとして多くの山崩れが発生した。立山温泉に入っていた木樵・狩人36人が岩屑なだれに

呑み込まれ即死し、中地山村では熊狩に出ていた狩人が11人、芦
あし

峅
くら

寺
じ

村では付近の山で炭焼き

をしていた２人が土砂に巻き込まれて死亡しており、死者の大部分が山崩れによるものであっ

た。殊に、常願寺川上流部での土砂災害は、飛越地震を特徴づける災害であるため、第２節に

おいて詳述する。 

 

 
図２－３ 常願寺川下流部周辺における家屋全壊率 

町村名に付随する数値は、全壊数／全戸数を表す。 
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図２－４ 常願川下流部周辺における家屋全半壊率 

町村名に付随する数値は、全半壊戸数／全戸数を表す。 

倒壊被害の数字は、地震による被害のみを「魚津御用言上留」からカウントしたものであり、洪水災害などの２次的被害は含まな

い。全戸数については、「嘉永元年下条組高免等懐中禄」（富山県立図書館『杉木文書』蔵）、「嘉永六年大田組高免等手帳」（富山県

立図書館『杉木文書』蔵）、「嘉永四年上条組高免等手帳」（富山県立図書館『杉木文書』蔵）、「安政三年七月島組手帳」（富山県立

図書館『杉木文書』蔵）、及び『角川日本地名大辞典16富山県』による。 
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(2) 古文書などによる地震被害箇所と地形 

図２－５は、以下の考えで作成したものである。 

１ 安政５（1858）年２月26日の大地震による災害状況を地図上に明示した。 

２ 地点名を番号（算用数字）で示し、添付別記にその災害状況を簡潔に記載した。 

３ 災害状況を２種のカラーラベルで色分けして示した。 

（1）青色 液状化現象（水・泥・砂など噴出、水浸し） 

（2）赤色・家・蔵・石造物・橋などの崩壊 

・山岳・堤防・河岸などの崩壊とこれによる川塞止め谷埋没 

・道路の地割れ・欠壊・沈下、交通不能 

・田地の地割れ・欠落・高低（凸凹）など 

・漁網・漁舟の損害など 

ただし、同地点で液状化現象と家屋崩壊とが生じている場合（このケース多し）は青色 

で示した。 

４ 本図は地震の直接災害のみにとどめた。同年３月以降の泥洪水による大災害は記載しな

かった（したがって、泥洪水による大災害地も、必ずしも本図には載せなかった）。あま

りにも複雑となって、到底、一枚の地図では記載しきれないからである。 

５ 本図は越中（富山県）について表示し、飛騨（岐阜県）加賀（石川県）は除外した。た

だし、国境隣接地は１、２記載した。 

６ 災害要約記事の末尾に付記した記号（ローマ字）は出典を示す。 

Ａ 地水見聞録（滝川海寿著、富山県立図書館蔵） 

Ｂ 地震見聞録（野村宮内著、   〃    ） 

Ｃ 魚津在往言上抄（成瀬正居辺、金沢市立玉川図書館蔵） 

Ｄ 立山大破損届聞取書（金沢市立玉川図書館蔵） 

Ｅ 瑞龍寺文書（同寺蔵） 

Ｆ 高岡木町委細帳（「高岡市史」より） 

Ｇ 武部保人所蔵文書（同氏蔵） 

Ｈ 鳩夢雑記（五十嵐政雄著、下記政雄著に引用） 

Ｉ 天災其他覚書（五十嵐篤好著、富山県立図書館蔵） 

Ｊ 喜多方万右衛門文書（「日本地震史料」より） 

Ｋ 阡陌雑説録（福光町立図書館蔵） 

Ｍ 鈔録合集（金沢市立玉川図書館蔵） 

Ｎ 「小矢部市史」所引文書（同市史より） 

７ 「魚津在往言上抄」はこの地震災害に関する最も詳細な記録であるが、複数の調査員の

報告をそのまま、まとめたものであるため、地域により精粗一定せず、表現にも差があ

る。したがって、不統一である。例えば、田地の規模を表すのに、多くの地域では面積

（○○歩）を用いているが、生産高（○○石）を用いている地方もある。不統一はその

ためである。 



 

 
 

図の説明 

★安政大地震 

 ●紫,赤丸001-319は広瀬誠 

 地震災害状況表示地図凡例を見よ 

 ●水,オレンジ丸01-20は保科斉彦 

 安政5年2月大地震新川郡広田組被害 

一覧図を見よ 

★現在の沈下（流砂）現象 

 1氷見市十二町住宅団地 

2氷見市十二町体育館 

3氷見市十二町運動場・野球場 

4新湊市堀岡小学校 5富山市荒町 

6富山市白銀町 

★埋没した液状化など（考古資料） 

1,2福光町梅原落戸 3福野町安居 

4,5,6小矢部市木船,石名田,五社 

7婦中町友坂 8小杉町山本 
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図２－５ 古文書等による安政５年地震被害箇所と地形
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表２－１ 災害要約記事 

＜立山山中山麓＞ 
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＜新川地方平野及び海寄りの村々＞ 
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＜新川地方山寄りの村々（１）常願寺川以東＞ 
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＜新川地方山よりの村々（２）常願寺川以西＞ 
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＜神通川奥の村々＞ 

 

 

＜新川地方、富山周辺の村々＞ 
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＜婦負地方の村々＞ 

 

 

＜富山城と城下町＞ 
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＜射水地方（１）庄川以東＞ 
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＜射水地方（２）庄川以西＞（一部砺波地方を含む） 

 

 

＜氷見地方＞ 
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＜高岡町＞ 

 

 

 

＜砺波地方 西部南部＞ 
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＜南砺波山間地・五箇山地方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 57 -

表２－２ 安政５年２月大地震越中新川郡広田組被害一覧表 
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２ 神通川流域の被害－家屋の倒壊、人的被害 

(1) 富山における被害 

神通川は、全長120km、飛騨地方の川上岳に源を発し、富山平野のほぼ中央を流れ、日本海へ

と注ぐ。上流部では宮川と称され、高原川などに分かれる。宮川には小鳥川、荒城川、川上川

などの支流がある。 

下流部の集落は、安政期には図２－２のように、富山藩郡奉行の支配下であったが、一部の

右岸域が加賀藩新川郡奉行の支配下であった。上流部でも同様に、左岸域が富山藩郡奉行の支

配下にあり、右岸域が加賀藩新川郡奉行の支配下であった。さらに、上流部である飛騨地方の

宮川及び高原川流域は幕府直轄領（御料）であり、飛騨郡代の支配下であった。 

越中の平野部においては、富山城で鉄御門前の石垣などが崩落、松杉木が倒落した上、土橋

も破損した。二ノ丸の二階御門（櫓御門）でも土塀や石垣が崩れ、周辺では地割れが生じたが、

城内の破損は些少であった。藩主邸宅である千歳御殿は概ね無事であったが、千歳御門が少し

傾き、その周辺でも地割れが生じた。富山城周辺では藩士宅の土塀の倒壊が相次ぎ、諏訪川原

町では裏通りの地面が裂け、藩士宅11軒が大破した。 

富山城下町では、５軒の町家が倒壊したほか、土蔵の破損が顕著であり、町家の持蔵のおよ

そ過半数（300戸程度か）が壁崩れなどの被害にあったと推定される。さらに、富山城南側に位

置する平吹町、千石町、大工町、南田町（蓮照寺前）などで地割れが生じ、泥・砂や水が噴き

上げて多くの家屋が水浸しになった。 

沿岸部の四方や西岩瀬では、藩の塩蔵をはじめとして土蔵がいくつか大破したものの、家屋

の倒壊被害は少なかった。四方では、漁網12流失、漁船６艘が大破した。下流部の地域では、

地割れと液状化現象が被害の主たるものであった。 

神通川流域の宿方で、とりわけ被害が大きかったのは跡津川断層に近い八
やつ

尾
お

周辺である。全

壊・半壊の家屋が約120軒、全壊・半壊の土蔵・納屋が100戸、壁崩れの土蔵が270戸程を数え、

丸山焼の焼物蔵と窯場も全壊した。 

富山藩の郡方（婦負
ね い

郡）では、下野村で大部分の家屋が倒壊するなど、町方に比べて被害が

大きかったものとみられるが、詳細な記録が少ないため不明な部分が多い。先の『魚津御用言

上留』には、郡方34村で全壊・半壊の家屋が123軒、さらに、77村で地割れと泥水などの噴き出

しが記録されている。この数字を見る限り、城下町に比して倒壊被害が大きかったものとみら

れる。 

神通川流域の平野部における人的被害を見ると、地震動に比して死者は少なく、常願寺川流

域と同様に火災も発生していない。富山町で圧死者が２人、八尾で１人、上流部の野積谷で１

人が死亡し、下流部の四方、西岩瀬では猟師が４人、避難途中で３人が神通川の増水により生

じたとみられる高波に呑まれて死亡している。地震発生時に神通川で鱒漁をしていた漁舟が転

覆して死者も出たようである。 
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(2) 岐阜における被害 

神通川の上流部は、岐阜県では宮川と呼ばれ、飛騨地方の中西部を流れる。その支流に川上

川・小鳥川などがあり、富山県境で飛騨地方東部を流れる高原川と合流する。急峻な山の間を

縫うように流れるこうした大小様々な川に沿って、わずかな段丘上や比較的緩やかな斜面に数

軒から数十軒の小集落（村）が点在していた（図２－６）。飛騨一国は、その豊富な森林資源に

より、元禄５（1692）年に幕府直轄領となり、高山に陣屋（以後、御役所という）を置き明治

維新までその支配下にあった。 

地震発生時、御役所が置かれていた高山町周辺でも大きな揺れがあり、人々は動揺し、余震

を恐れて戸外で夜を明かす者もあったが、被害は比較的軽微で屋根石が落ちたり土壁が壊れた

りする程度であった。しかし、神通川上流部である飛騨北部の村々の被害は甚大であった。高

原川筋の吉城
よ し き

郡高原郷北部（下高原郷ともいう。現･飛騨市神岡町）、宮川筋の同郡小
こ

鷹
たか

利
り

郷（現･

飛騨市古川町西部及び同市河合町・宮川町の宮川以西）、同郡小嶋郷（現･飛騨市古川町北東部

及び同市宮川町の宮川以東）及び庄川上流部の大野郡白川郷（現･大野郡白川村）の70か村が被

害を受けた。 

70か村の家屋の被害状況は次のようである。総家屋数1,227軒のうち、全半壊家屋数は709軒

にのぼり、実に約58％の家屋が被害を受けたことになる。その内訳は、全壊は323軒（寺８か寺、

道場１軒、土砂で埋没した家屋13軒を含む）、半壊は377軒（寺６か寺、道場１軒を含む）、流失

４軒、焼失５軒である。また、人的被害については、

総人口8,456人のうち、死者203人、怪我人45人を出

した。その他に、木地挽小屋２軒が潰れ６人が死亡

した。また、牛64匹、馬23匹が死んだことも記録さ

れている。                      

 特に跡津川断層沿いの村々の被害は凄惨を極め、

高原郷佐古村や小
こ

鷹
たか

利
り

郷中沢上村・森安村のように

全壊率100％の村もあり、なかでも小鷹利郷では全壊

率50％を越える村々が多くあった。村別の死者数で

最も多かったのが小鷹利郷元田村であり、総人口266

人中56人という犠牲者を出した（写真２－１）。この

うち53名は、山崩れにより埋没した荒町・立石地区

９戸の犠牲者である。また、小嶋郷丸山村でも山崩

れにより、７戸51人のうち26人の死者を出した（写

真２－２）。その中には、一家14人全員が犠牲となっ

た家もあった。図２－７は、山崩れのあった場所の

一つである吉城郡保木村地内字芝野のものである。

地震前の様子と、山崩れにより小鳥川が堰き止めら

 

写真２－１ 元田荒町地区から見た 

現在の崩壊現場（田添好男撮影） 

写真２－２ 現在の丸山地区崩壊現場 

（田添好男撮影） 
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れ天然ダムができた様子の違いがよくわかる。被災地域で最も大きな集落であった小鷹利郷角

川村は、宮川と小鳥川の合流部分の段丘上にあり、家数98戸、総人口587人であった。山崩れは

起きなかったが、飛越地震の震央部でもあったことから、全半壊家屋77軒、死者23人という大

きな被害を出した。このことから、飛騨地方では、飛越地震を「角川
つのがわ

地震」とも呼んでいる。 

被災した村人の様子について『飛州村々地震一件』（写真２－３以下「 」内は同史料、読み

下し）には、「百姓達はもちろん、村役人達まで本心を失い、途方にくれ茫然としている。廻村

の役人を見ると、しきりに狼狽し涙を止めることもできず悶絶し、地役人が尋ねても答えるこ

とができないくらい打ちひしがれている。子供・老若・男女は泣きわめき、怪我人たちは苦痛

に倒れている。」と記されており、被災直後の凄惨な状況を伝えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－６ 「飛騨国中全図」明治初期（岐阜県歴史資料館所蔵） 
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上部が付箋になっており、重ねることができる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（震災前の様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（震災後の様子） 

図２－７ 小鳥川突埋切割一件 保木村地内川押埋麁絵図（岐阜県歴史資料館所蔵） 
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３ その他の地域の被害 

(1) 富山・石川・福井における被害 

常願寺川流域を除いた、その他の加賀藩新川郡では、滑川町の被害が比較的大きく、全壊・

半壊の家屋が23軒を数える。さらに、周辺の集落でも家屋が倒壊し、黒川村では１人が死亡し

たとの記録がある。多くの田畑で、地割れとともに主として砂が噴出した。山間部では、山崩

れが多く生じたが、幸い人的被害はなかった。滑川町以東の地域では、魚津町で倒壊家屋１軒

をはじめとして、若干の家屋や土蔵の破損が記録されるが、倒壊被害等は少なかったものとみ

られる。 

一方、越中西部の平野部の中心地である高岡町では、家屋185軒が半壊したものの倒壊には至

らず、瑞龍寺境内の石燈篭や前田利長廟の石柵などが倒れて破損したが、建物や石塔は無事で

あったという。高岡古城の石垣が富山城と同様にいくつかが崩落し、大木も濠に倒落した。ま

た、御旅屋通りから下関までの地面が大きく割れ、下河原町や小矢部
お や べ

川下流の伏木村でも地割

れが生じて水が噴出した。 

射水
い み ず

郡では、全壊・半壊の家屋が約210軒を数えており、殊に片口村での倒壊被害が大きかっ

た。さらに、水戸田村をはじめとして約40村で地割れと砂の噴き出しが記録されており、全般

的に噴砂現象が激しかったものとみてよい。 

砺波
と な み

郡では、今
いま

石動
いするぎ

町で全壊・半壊の家屋が49軒（92軒とも）、全壊・半壊の土蔵・納屋が

56戸を数え、往還道沿いの松木が50本近く倒れ、城山の土居が崩れ落ちた。城端町では、全壊・

半壊の家屋が35軒、全壊・半壊の土蔵・納屋が44戸を数える。死者は、城端町で１人、岩木村

で２人を数えるが、人的被害は少なかったといえる。小矢部川の上流部では、各所で山崩れが

起こり、袴腰山・臼中山の崩壊土砂が川を堰き止めたが、下流23村の人々が夜通し土砂を切り

崩し、排水に成功したようである。庄川の上流部でも各所で山崩れが起こり、五箇山では家屋

の倒壊が少なかったが、幕府直轄領の大野郡白川郷では先述したとおり、家屋の倒壊が激しく、

荻町村や飯嶋村などで約145軒が潰れた。 

一方、金沢町、福井の平野部に目を移すと、震央から離れているにも関わらず、倒壊被害が

多く見られる。被害数字は史料によって差異があり、正確な状況をつかめないのが現状である

が、『加賀藩史料』や各町・村からの上達書を控えた『菊池文書』などに依拠すれば、次のよう

である。 

金沢城下町では、全壊・半壊の家屋が114軒、全壊・半壊の土蔵が15戸であり、金沢城の石垣

や土塀は少し破損した程度で、死者は記録されていない。小立野では崖崩れにより民家が倒落

し、郊外の宮ノ腰（金
かな

石
いわ

）では完成したばかりの冬瓜橋が流失した。 

能美
の み

郡・石川郡では、全壊・半壊の家屋があわせて約150軒、全壊・半壊の土蔵・納屋が約40

戸であり、石川郡割出村で３人が家の下敷となり死亡している。加賀南部の粟ケ崎村では、全

壊・半壊の家屋が56軒を数える。 
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大聖寺城下町では、全壊・半壊の家屋が約100軒、全壊の土蔵が60戸、死者が１人という惨事

となっており、地盤の弱さに加えて、加賀南部地方における地震動の激しさを物語っている。 

越前の福井城下町では比較的被害が少なかったものの、丸岡町では全壊・半壊の家屋が160

軒、全壊・半壊の土蔵・納屋が70戸を数えている。丸岡城の石垣や土塀が大破し、地割れや液

状化現象も記録されている。金津町では全壊・半壊の家屋30軒があり、勝山町では本丸の石垣

が崩れ、家屋の壁崩れが記録されている。 

このように地震動による平野部の被害は、主に家屋、土蔵などの倒壊被害であり、その被害

は飛騨・越中にとどまらず、西側の加賀、越前にまで及んでいる。史料からうかがえる家屋の

全壊・半壊は、全体で2,700軒余であったと推定され、その他破損はおびただしいものがある。

さらに、平野部で目立った被害が、田畑や道路の地割れと液状化現象であり、各藩が田畑の変

地数を詳細に調査している。 

その一方で、平野部の人的被害は20人余ほどで、その多くが潰家の下敷となって死亡した例

であり、地震による人的被害は比較的少なかったといえる。その理由としては、地震後、富山

藩では町中で火の始末をして屋外へ避難して対応しているように、それまでの大火での教訓が

生かされ、夜間であろうとも火の用心が厳重になされ、焼死者がなかったことが挙げられる。

また、余震が20日間ばかり続いたようであるが、高所へ避難する、屋外で仮小屋を建てるなど、

適切な対応がなされており、余震による人的被害もなかったようである。 

人的被害は、むしろ山間部における土砂災害によるものが大きく、その脅威が平野部の村役

人などから上部機関へ報告されている。山崩れによる死者数は、飛騨・越中をあわせて250人余

を数える。加賀藩新川郡では、流域住民の関心と注意が山間部で起きた土砂崩壊に伴う土石流

災害からの回避へと向けられ、地震後の対応も奥山見分による情報収集に力点が注がれている。

ここから加賀藩は他領で過去に生じた災害情報を収集していただけでなく、常日頃から奥山の

細部に至るまで巡視し、領内の地形及び地質的特質を把握していたことがわかる。しかし、現

実には常願寺川流域の平野部において、その後に大規模な土石流災害が発生し、140人以上の溺

死者が生じており、こうした状況こそが近世社会における災害対応の限界性を示している。 

 

(2) 岐阜における被害 

街道（往還道）の被害も大きかった。被災した飛騨北部には、越

中国との重要な交易路であった越中街道があり、点在する村々を結

ぶ主要道でもあった。越中街道とは、高山から宮川沿いに加賀沢村

を経て越中蟹寺村に至る越中西街道と、高山から船津町村まで行き

高原川の左岸を通り蟹寺村に達する越中中街道、及び右岸沿いを通

り東猪ノ谷村へ至る越中東街道の３街道をいう。土砂崩れや落石な

どにより、20か村で街道、２か村で板橋の破損があった。これによ

り、至る所で道路が寸断され、越中との交易が遮断されるとともに、

 

写真２－３ 

飛州村々地震一件 

（岐阜県歴史資料館所蔵） 
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村々の往来にも支障をきたした。最初の地役人の廻村でも、立ち入ることが不可能な地域があ

り、孤立状態に陥った村も多かった。 

また、街道の越中国境にある口留番所は、物

資の通行税の徴収などを行っていたが、ここも

ほぼ壊滅的な被害を受けた。越中西街道の小豆

沢口留番所は全壊した。西街道の脇道にあった

羽根、中街道の中山、東街道の荒田の各口留番

所は半壊し（図２－８）、中山口留番所の水夫１

人が死亡した。 

山間地であるためにもともと耕地が少ない地

域ではあるが、52か村の田畑が地割れや山崩れ

などの被害を受けた。「地割れの幅は七・八寸か

ら一丈程度、長さは数拾間にもなり、その間か

ら黒赤等の泥水が噴き出した。また、五・六尺

四面ほどの大石の落石もあり、田畑が悉く変地

に至った」と記録されている。被害石高につい

ては、３月から５月ごろまでに村ごとに名主よ

り御役所に報告されたが、６・７月の洪水でさ

らに被害が拡大したため、その都度被害状況が

報告された。また、「用水路も至る所で破損し、早急に修理しないと飲料水ばかりか、これから

の苗代や田植えにも支障をきたす恐れがある」とも記されている。 

被害は、山林にも及んだ。飛騨国の山林は、大部分が御林山と呼ばれ、幕府が直接管理・保

護していた。飛騨国では、それまで天然木の乱伐が続き、多くの山が尽山（禿山）状態となっ

たため、御役所は植林を進めるとともに、伐採を制限したり休止したりする方法をとり、山林

保護に努めてきた。しかし、飛越地震では、北方
きたかた

（分水嶺より北の山林）の植林地（植木場）

を含む山林が、山崩れなどで被害を受けた。植林地の被害は24か村であり、ほとんどが宮川筋

の小嶋郷と小鷹利郷である。６月に報告されたものによると、これら植林地を含む山林の被害

木（損木）数は約1,700本余りである。翌安政６（1859）年７月にも、高原郷上流部である高原

郷南部（上高原郷）から被害木数が報告されている。それによると、桧・黒部・栂・姫子（姫

小松）・槻・桂・栗が1,228本、その他に御用材にならないような悪木が921本とある。しかし、

これは先の報告とは地域が異なり、被害木以外のもの含まれている可能性もあり、やや違う性

格の報告と思われる。 

また、この地震により、飛騨国北部に散在していた鉱山でも、坑道（鋪）の入り口が埋まる

などの被害を受け、操業が不可能となったところもあった。高原郷茂住村の池ノ山では、鉛山

の坑道23か所が崩れ道具類がすべて埋まってしまった。さらに、採掘職人や作業員の小屋13戸

が半壊し８人が死亡した。他の鉱山関連施設も半壊し、ほぼ壊滅的な状態となった。 

図２－８ 荒田口御番所被害絵図 

（『新収日本地震史料 第五巻 別巻四』） 
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４ 液状化災害－富山（平野）に見られる飛越地震の影響について 

ここでは、平成７・８年度に藤井環境地質研究所で行われた古地震被害調査研究報告書（そ

の一,平成７年度；その二,平成８年度)の調査結果をまとめたものから引用した。同一のものが、

広瀬誠（2000,『地震の記録』,桂書房）にも引用されている。 

高瀬保は、「飛越地震についての飛騨側の資料はたくさん知られているが、越中側は地震後の

自然湛水の堤防が決壊したときの洪水の様子を描いた数葉の絵図のほかはほとんど知られてい

ないのはおかしい。越中側の資料を調査しよう。」と考え、平成７・８年度、富山県の補助を得

て、この調査を実施した。しかし、高瀬保は病気で亡くなられ、保科斉彦が補充された。吉田

清三は、海難事故を調査しており、富山湾で起こった津波・高潮の研究を行った。富山地学会

は、1964（昭和39）～1967（昭和42）年に、富山新港建設に伴う事前調査を運輸省第一港湾建

設局富山港湾事務所から委託され、富山県放生津潟の地学的調査（I～III）を刊行した。これ

により、放生津潟
ほうじょうづがた

周辺の埋め立てた新開地にかなりの地震被害があったことが高瀬保（1964）

により明らかにされ、立山と30km以上離れているので調査時には、同時に２つの地震があった

のではないかと考えられた。平成８年度報告の図面(1997)に藤井の不注意により高瀬保の名前

が抜けており大変失礼した。ここに挿入しお詫び申し上げる。 

震害の表れ方が平野には流砂現象が見られるが、それ以外ではほとんど見られないので平野

について簡単に述べる。平野について藤井は古くから調査し、富山平野の“沖積層”（1966）、

海岸平野の幾つかの問題（1972）にまとめている。 

 

富山平野と呼ぶとき、黒部川扇状地や砺波平野などを含む広義の場合と、神通川と常願寺川

で形成された狭義の富山平野があるが、ここでは狭義の富山平野を指す。飛越地震とその後に

起こった土石流については本報告書の他の報告に譲る。 

 

平野における地盤災害： 

地盤沈下・流砂（噴水、噴砂）は地下水との関係で将来の地震でも起きるので、(1) 富山平

野と射水平野の性格について述べ、(2) 噴水・噴砂の機構について簡単に述べる。 

     

(1) 富山平野と射水平野 

富山平野は、常願寺川と神通川とで形成された平野である。常願寺川には常時水が流れてお

らず、神通川だけに水は流れている。富山市の清水町、大泉、小泉、堀川は、常願寺川扇状地

の末端で、扇頂で潜った水が泉になって湧出していたことを示している。すなわち、大部分が

扇状地からなり、それより海側は礫・砂・泥からなる自然堤防帯を成している。自然堤防帯は

飛越地震でできた自然湛水が決壊したことによる泥流によって覆われ、その地形がはっきりし

ないが高いところは塚や古墳などになっている。 
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 射水平野は、丘陵の末端に蜆が森貝塚などで示されるように、海生の貝を含む貝塚があり、

縄文海進の際、射水平野が海水で覆われていたことを示し、その証拠として火力発電所の工事

のとき、多くの海生貝が表面近くから産出した。すなわち、縄文海進で覆われた海が退き、そ

れが放生津潟となり、それがだんだん狭まっていく過程が墓石やC14の年代分布（小竹・蜆が森；

4800＋200 yBP､新港火力；3060＋120yBP､小杉町戸破；7340＋180yBP､ 堀岡（かき)6910＋200yBP

ら）で明らかである（藤井,1962）。潟の周辺は埋め立てて、新田開発が行われ、富山新港建設

以前は湿田が広がっていた。水郷地帯で地下水は地表すれすれまであった。 

富山平野は扇状地と自然堤防帯からなり、射水平野は海岸平野である。自然堤防帯と海岸平

野では、後述するように、地盤沈下や流砂現象が容易に発生することが知られている。ここで

は堀岡小学校が地盤沈下による校舎の破壊（藤井・青木,1972）、富山市白金町の井戸作成に伴

う噴水・噴砂、富山市市電軌道の流砂による軌道の陥没等（藤井,1994）が知られている。 

噴水・噴砂現象は、次に述べるように地下水に飽和されているとき繰り返し発生するので、

地下水位の動向に注意する必要がある。 

 

(2) 噴水・噴砂の機構  

水に飽和されている均質な細砂は、図２－９のように、緩やかに砂粒が結合して堆積してい

る。これに振動(地震など）が加わると、緩やかなつながりが破壊され、砂は砂に、水は水に分

離する。与えられた振動は水圧となり、水圧が高まるので割れ目を求めて噴出する。これが地

震のときの噴水・噴砂現象で水に伴って砂も噴出する。水や砂が移動したため、その空間だけ

沈下する。そのため、上にあった構造物は破壊されることがある。地下水で飽和されている地

帯、均質な細砂が分布している地域では流砂の事故に注意する必要がある。この現象は、条件

が整えば何回でも繰り返す。 

 

図２－９ 液状化と噴砂の機構 
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(3) 古文書などの調査 

 保科斉彦は、主として安政５（1858）年２月大地震越中新川郡広田組被害一覧表を作成し、

それ以外は広瀬誠と高瀬保によるが、高瀬が亡くなり広瀬がまとめた。 

藤井と吉田は、富山県埋蔵文化財センター、富山市埋蔵文化財センターの資料により、発掘

された噴砂の跡等を調べた。この資料（図２－５）を利用する注意点を２つ挙げる。 

① 噴水や流砂現象の行われるのは自然堤防帯と海岸平野に限定される。それは流砂現象の

原因の一つが地下水に飽和されていることである。かつて地下水で飽和されていたが、現

在街や工場が平野に広く分布し、多量の地下水を使用し地下水位が下っているところがあ

る。地下水位の動向を注意深く調べる必要がある。 

② 報告書を見ていると、八尾・婦中・射水などの富山藩の地域が抜けているので、これで

すべてと考えてはいけない。富山藩では調査を行わなかったか、行ったが資料が見つから

ないかのどちらかである。図面にないからといって流砂現象が起こらないと安心するのは

早計である。 

   

 


